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今回は、事例を基に法律上の分析を

行うだけでなく、事例を引用しながら

訴訟における実務上の対応を解説する。

【事例内容】

Ａ氏は1997年７月１日、Ｂ社（以

下、会社）に入社した。月給は１万

4,500元。職務は部門技術総監だが、自

分は部門経理（会社の部門経理職に

は不定時勤務制が適用されるため、

出欠管理制度は適用されない）だと

の考えから、会社の出欠管理制度は

適用されないとし、会社の出欠管理

制度を守っていなかった。ところが

2007年12月末、会社は新しい出欠管

理制度を制定。同制度は、１年間に無

断欠勤が３回を超えた場合、会社の

規則管理制度に厳重に違反するもの

と規定、会社は該当する従業員を解

雇できると明記されている。

ところが、Ａ氏は2008年１月以降

も新しい出欠管理制度を無視。３月の

無断欠勤日数は4.5日となり、遅刻早

退回数は累計16回を超えた。そこで会

社は2008年４月１日にＡ氏に解雇を

通知（会社とＡ氏との労働契約期間は

2008年４月25日で終了する）。会社の

解雇決定に不満を持ったＡ氏は、45万

元の請求額で労働仲裁、一審訴訟を相

次ぎ提起した。ただいずれも支持を得

られず、北京第一中級人民法院に上訴

した。筆者は会社側の代理弁護士とし

て二審審理に参与した。

【法律上の対応】

まず、法律上の解雇要件に合致して

いたとしても、会社は４月25日にＡ氏

との労働契約を終了できるにもかかわ

らず、なぜ４月１日に解雇したのかが

問題となる。会社は、４月25日に終了
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すれば、Ａ氏の勤続年数は10年を超える

ので、無固定期間契約の締結を会社に要

求できることを恐れた。この場合、正当

な理由があるなら、無固定期間契約を解

除できるが、判例を見る限り、固定期間

契約の解除より無固定期間契約の解除の

方が難しい。Ａ氏の出方を十分に判断し

たうえ、訴訟になるとみた会社は、固定

期間契約期間のうちにＡ氏を解雇した。

会社は本来、５万元で協議一致の形でＡ

氏との労働契約を解除したかったが、Ａ

氏は拒否している。

Ａ氏の上訴理由は、主に①部門技術

総監と部門経理はただ呼び方が違うだ

けで、実は部門での地位は同一。前者は

部門技術上の業務管理を担当し、後者

は部門人事上の業務管理を担当する。

部門経理に不定時勤務制が適用される

以上、自分も不定時勤務制が適用され、

出欠制度を守る必要はない。②入社し

て10年間、勤務上の需要に応じ会社に

出入りしており、出欠勤務制度を守る

べきだという口頭での勧告もされたこ

とがない。③会社の規則制度により、技

術職に対しての出欠考査には出欠管理制

度のみを適用するのでなく、業務内容の

完成率も同時に考慮しなければならない。

ただ出欠管理制度のみに違反したとの理

由で、技術職が会社の規則制度に厳重に

違反したと判定できない。

筆者は以下のように反論した。①労働

契約上の記載により、Ａ氏の職務は部門

技術総監であり、部門経理ではない。会

社と締結した『年度業務完成計画書』で

は、会社を代表し署名したのは部門経理

である。これに対して、部門経理が会社

と締結した『年度業務完成計画書』では、

会社を代表し署名したのは会社の総経理

である。これにより、Ａ氏の職務は部門

技術総監であり、部門経理の管理を受け

なければならないと説明できる。また、

不定時勤務制についての労働行政機関の

許可書類上に、部門経理を含め合わせて

７人の名前が記載されており、Ａ氏の名

前はない。したがって、Ａ氏は労働契約

上の記載通り、定時勤務制が適用され、

会社の出欠管理制度を守らなければなら

ない。②口頭での勧告がないからといっ

て、会社の規則制度に違反した行為が合

法な行為になるわけではない。③技術職

であれ、一般職であれ、外出する場合や

出勤しない場合には、事前または事後上

司に報告しなければならないのは常識で

あり、出欠管理制度の明文規定にもある。

したがって、会社には会社の規則制度に

厳重に違反したことを理由に、Ａ氏を解

雇できる十分な根拠がある。　　　　　
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